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1．10月4日（土）に『緑ヶ丘フェスタ』を開催します

　例年、夏に行われていた緑ヶ丘夏まつりですが、近年夏が災害級の猛暑となり、開

催が困難であると考え、他の団体の行事とも照らし合わせた結果、本年は 10 月 4 日

（土）に『緑ヶ丘フェスタ』として開催することにしました。夏まつりは、地域の絆

を深め、皆様が楽しい思い出を作るための大切な行事です。昨年の反省

点を改善し、皆様に楽しんでいただける企画を実施してまいりますので、

お楽しみにしてください。

　本年も運営スタッフやボランティアにご協力いただける方を募集して

おります。申込用紙（別紙）または QR コードからご応募ください。

月
号

緑ヶ丘自治会

2．9月7日（日）に防災訓練が実施されます

　可児市では、9 月第一日曜日を『可児市防災の日』としています。昨年は台風接近

にともない中止となりましたが、本年度は令和 5 年度と同様に、安全確認旗による安

否確認を中心とした訓練を行います。

　安全確認旗とは、災害時に自宅の玄関先や窓に掲げることで、家族の安否や被害状

況を周囲に伝えるための旗です。可児市における地震被害想定は、南海トラフ地震の

場合で最大震度 6 弱とされています。家屋とライフラインが無事であれば、自宅避難

が安心です。

　令和 5 年度、会員全世帯に安全確認旗をお配りしました。安全

確認旗があるか今一度ご確認をお願いします。安全確認旗がない

場合、黄色や緑色のバンダナやタオルを代用しても構いません

（適当なものが見当たらない場合は第 2 集会所事務所へお問い合わ

せください）。

【当日の実施内容】

① 可児市より午前 8 時に、防災行政無線による訓練放送、すぐメールかにの訓

　 練用配信があります。

② 訓練放送後、各世帯で「安全確認旗」を玄関先に出してください。

③ 民生児童委員と各丁目理事・自治会役員で安全確認旗の使用状況を調査しま

　 す（避難行動要支援者の支援体制の確認）。

④ 安全確認旗の使用状況の確認終了をもって、自治会が訓練終了の放送を流し

　 ます（午前 9 時頃）。安全確認旗を取り外し、各家庭で保管してください。

会員の皆様は安全確認旗を玄関先に出していただくことで訓練参加といたしま

す。ご協力よろしくお願いいたします。



8．8 月の行事・会合など

8 月   2 日（土）　定例役員会

8 月 17 日（日）　組長会

4．令和7年度 敬老の日 記念品贈呈について

本年度は下記の方が対象となります。

① 満 70 歳になられた方およびなられる方（昭和 30 年生まれの方）

② 満 90 歳になられた方およびなられる方（昭和 10 年生まれの方）

記念品は 9 月の敬老の日までに、各丁目理事がお届けいたします。

3．公園美化サポーターよりご報告

　7 月 26 日（土）に№1 幼児公園および№9 児童公園の草刈り作業を実施し、本年

度前半の作業が無事終了いたしました。８月は猛暑のため一旦作業を中断し、9 月 6

日（土）№5 運動公園（2 周目）より再開いたします。皆様のご理解とご協力をよろ

しくお願いいたします。

5．7月のごみ不適切投棄状況について

7 月のごみ不適切投棄は 4 丁目で 1 件でした。

本年度は3ヶ月が経過し、合計11件となっています。昨年度の同時期は20件でした。

引き続き、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

6．地域猫活動についてのご報告

　7 月 8 日（火）と 7 月 13 日（日）に 3 丁目にて、地域猫ボランティア「Kamo にゃ

ん会」様ご協力の元、捕獲作業を行い、成猫（母猫）2 頭、子猫 9 頭を捕獲しました。

　母猫 2 頭と、体格の大きかった子猫 3 頭は、TNR（Trap［捕獲］・Neuter［不妊・

去勢手術］・Return［元の場所に戻す］）としました。子猫 6 頭のうち、2 頭は里親

が決まり、4 頭は 8 月の譲渡会に向けてボランティアさんのところで一時預かりと

なっています。この４頭につきましては引き続き里親を募集しております。第 2 集会

所事務所にお問い合わせください。

　さて、今回は子猫が非常に多かったわけですが、その原因は無責任なお世話の仕方

（不適正飼育）です。今回は Kamo にゃん会様の助言で、1 回目の捕獲作業後に現場

の調査を行い、２回目実施という積極的な介入を行いました。猫を引き取るというこ

とは、時間・場所・知識・労力・お金が必要です。ボランティアさんたちに押しつけ

てばかりもできません。高齢化・貧困化で適正飼育できる人は減るばかりで、譲渡先

を探すことも困難になっています。猫だけでなく犬なども同様ですが、

適正飼育をしてくださるようお願いいたします（最近は飼い犬の脱走

連絡もよく受けます）。

7．訃報

1 丁目の会員様がお亡くなりになり、家族葬にて葬儀が執り行われました。

心よりご冥福をお祈り申し上げます。

こちらのブログもご参照ください


